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三沢市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

１．年月日：平成２９年２月１３日（月）午後１時３０分から午後２時４０分 

 

２．場 所：三沢市役所 本館４階 大会議室 

 

３．出席者 

【委 員】（１１名） 

公 益 代 表：山 本 弥 一、春 日 洋 子、瀬 崎 雅 弘、田 嶋 孝 安 

保険医薬剤師代表：樋 口 茂 樹、中 山 宏 祥 

被用者保険等代表：福 士 尚 仁 

被 保 険 者 代 表：鷹 架 良 子、坂 本 幸 子、立 花   肇、畑 山 陽 子 

【事務局】（７名） 

市民生活部長：繫   範 雄 

国保年金課長：髙 橋 次 郎  副参事兼課長補佐：成 田 薫 子 

保険税係長：石 井 美代子  国 保 係 長：柳 川 哲 彦 

保険税係主事：星  佳奈美      国保係主査：浪 岡 美 紀 

 

４．欠席者  

【委 員】（２名） 

保険医薬剤師代表：小 西 史 人、澤 上 大 樹 

 

５．議 事 

＜開 会：午後１時３０分＞ 

司  会：  それでは、定刻となりましたので、三沢市 国民健康保険 運営協議会を開催いたしま 

す。 

始めに、委嘱辞令の交付を行います。 

       

【副市長より、全国健康保険協会 青森支部 業務部長「福士 尚仁」氏に委嘱辞令交付】 

 

司   会：    以上で、委嘱辞令の交付を終わらせていただきます。 

ここで、市長よりご挨拶申し上げます。 

  

市   長： （市長挨拶）副市長代読 

 

司   会：   ありがとうございました。 

続きまして、山本会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会   長： （会長挨拶） 

 

司   会：  ありがとうございました。 

副市長は、公務のため、ここで退席となります。 
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それでは、定足数についてご報告いたします。 

本日は、「澤上委員」から、欠席との報告を受けておりますので、本日の出席委員数

は１１名でございます。 

規則の定足数を満たしておりますので、本日の会議は成立することをご報告いたしま

す。 

 

これより議題に入りますが、議長は、協議会規則第３条により、会長が務めることと 

定められておりますので、山本会長には、そのまま、会議の進行をお願いいたします。  

 

議  長：  それでは、本日の議事録署名人２名を決めたいと思いますが、私から指名してよろし 

      いでしょうか。 

 

       【異議なし との声あり】 

 

議  長：  異議なしと言う事でありますので、それでは、「畑山委員」と「立花委員」の両名を 

      議事録署名人といたします。 

よろしくお願いします。 

 

それでは、早速ではございますが、次第に従いまして会議を進めてまいります。 

 

初めに、議題 1「平成２９年度三沢市国民健康保険特別会計予算（案）について」で 

あります。 

事務局の説明を願います。 

 

事 務 局：   （事務局説明） 

 

議   長：   ただ今、事務局より説明がありましたが、質問がありましたら挙手をしてご発言くだ 

さい。 

 

瀬崎委員：  資料２ページの歳入の１款の国民健康保険税の一般被保険者国民健康保険税は昨年 

度値上げをしたところで増収となっておりますけれども、２番目の退職被保険者等国民 

健康保険税は年々減少してますけれども、この加入者の状況というのはどのくらい減少 

しているのか。 

 

事 務 局 :    退職者医療に該当する被保険者につきましては年々８０人前後減っております。 

２７年度末では退職者医療の該当者が２６２名ですが、最新の今年１月末では１７８名 

まで減少しております。 

 

瀬崎委員：  減少している主な原因はどのようなことなのか分析していますか？ 

 

事 務 局 :   退職者医療制度そのものが、２６年度をもちまして廃止になっております。その退職 

者医療制度は６０歳から６５歳までの方が対象ですが２７年度から６０歳なられる方 
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は退職者医療の対象者として取り扱えなくなりましたので、現在対象者になられている

方が、６５歳になると同時に一般に切り替わって、毎年減っていくということになり

ます。 

 

瀬崎委員：  ということは、今入っておられる方全員が６５歳になったらこの制度はなくなるとい 

うことになるのでしょうか。 

 

事 務 局：  はい、そのとおりでございます。 

        

瀬崎委員：    今まで入って来られた退職者保険の方はどのような形で国保の方に入ってくことにな 

るのか。平成２７年度からはどのような形なのでしょうか。それとも入る方はいないと 

いう状況なのか。一般に入るのか。 

 

事 務 局：  退職者医療保険制度につきましては、対象者にすでに該当となっている方には、毎月 

６５歳を迎えられる月末までの有効期限、翌月からは一般用の保険証を送付しておりま 

す。今後、新規に該当になられる方はいらっしゃらないのですが、若干増える部分は、 

現在６３歳なんですが、その方が国保の資格を２６年度から持っていた場合、２６年度 

に退職該当の要件を満たしていましたという年金情報が来れば、その方は２６年度に遡 

及して資格を持たせるというかたちになります。増える要因はそこのみとなります。 

 

瀬崎委員：  例えば６３歳で退職された方は、一般に入るということですか。 

 

事 務 局：    今後退職された方は、すべて一般としての取り扱いになります。 

 

瀬崎委員：  平成３０年度からは、国保事業そのものが県に移譲するということですが、そうする 

と、このような科目自体がなくなるということですか？ 

 

事 務 局：  平成３０年度につきましては、納付金という形になり、県に納付する形になります。 

ただ、一部国庫支出金や負担金についても市に直接来る分が特別調整交付金で残る可能 

性がありますが、基本的には特に歳出につきましては医療費を市から国保連を通して医 

療機関に払うのではなく一括して県に納付金を支払う形になりますので、すべての款項 

目が大部分変わる可能性があります。 

 

瀬崎委員：  資料の１９ページに資料４「退職保険者とは」とありますが、これは意味をなさない 

と考えてよろしいでしょうか？国保年金課の対応のところに、「退職者医療制度に該当 

する方の届出を積極的にお願いしております。」というのは書いていますが、この意味 

が、よくわからないのですが。 

        

事 務 局：  退職者医療制度のところは、平成２９年度には款項目残しておりますが、指摘のあっ 

た国保年金課の対応のところはそのまま残っておりましたが、ここは全く関係ないと捉 

えていただければと思います。 

  

瀬崎委員：  次の質問ですが、３ページ目の第３款国庫支出金の２目に国民健康保険制度関係業務 
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      準備事業補助金とありますが、これは具体的にどのような内容なのでしょうか。 

 

事 務 局：  ３０年度に向けてのシステム改修の経費であります。例えば、自治体で管理していた 

資格情報等はすべてコンピュータで県に流さなければならないので、それに対するシス 

テム改修費の補助であります。 

 

瀬崎委員：  県からですか。国からですか。 

 

事 務 局：  国になります。 

 

瀬崎委員：  もう１点ですが、１１ページの８款の保健事業費、特定健診検査費、事業費というこ 

とで、あがっているんですが、歳入の分担金負担金のところで、ここは無料ということ 

になっているんですが個々の兼合いはどのようになっているのでしょうか。 

 

事 務 局：  ８款保健事業のところにつきましては、保健事業で支払うお金ということで、歳入に 

おける１人１，０００円頂いていた分担金、歳入のほうがなくなり、歳出は同じお金で 

す。歳入の方１８２万円計上しておりましたが、２９年度は無料にするとということで 

なくなります。 

 

瀬崎委員：  無料にすることによって健診率を上げようというお考えでしょうか。 

 

事 務 局：  その気持ちは十分にあります。甲州市等へ視察研修に行っており、特定健診の受診率 

      を上げるために工夫をされており、受診料を無料にするということについても非常に有 

      効な手立てになるのではないかと考えております。また、上十三支部でも日高市に視察 

      に行っておりまして、その際に周りの市町村の情報を聞きましても、上十三で有料なの 

      が三沢市だけでありまして、十和田市では近年無料化した時は５～６％上がったと聞い 

      ています。むつ市も同じように５～６％上がったと聞いておりますので、市民の皆さん 

      にも受診しやすいような環境を作って、なるべく多くの方に受診していただくというこ 

      とでこのような予算を考えました。 

 

春日委員：  特定健診のことですが、少しでも無料とすることが受診率アップですけれども、現状 

は、遅々として向上しない。どのようにして受診率をアップするのか、先日の資料を見 

ましても、愕然とするデータで、平成２６年度三沢市は県内で最下位でございました。 

思いはあるけれども現実は受診率が向上してきていない。行政としてどのように取り組 

んで行くか。昨年、受診率向上に取り組んでいる先進地でこの受診率向上について学ば 

せていただきました。このことを踏まえて、せっかく研修を受けさせていただきました 

それを土台にして三沢市が１年１年、１歩１歩受診率を高めていく具体的な手を打たな 

ければならないという思いを私は抱いているんですけれども、昨年のみならず、これま 

でも取り組みはされていたんでしょうけれども結果として受診率に結びついていない 

というのが現状ではないでしょうか。このことについては、担当課としては、担当課だ 

けの責任ではないかもしれませんが、ただ、そこがポイントで情報発信しながらより良 

い作戦、取り組みを具体的にしていかなければいけないのではと思っておりました。そ 

れについてどのようなお考えなのかをお聞きしたい。 
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事 務 局：  ご指摘がありましたように努力が足りないのか、受診率の向上にはつながっておらな 

いというところでありますが、受診率自体が下がっているわけではなく、少しずつは上 

がっているところでありますけれども、大幅に上がるというところまではいっておりま 

せん。前回もご説明申し上げましたが、いろんな方策を考えておるつもりではあります。 

例えば、みなし健診とか今回も年末において受診率が低い町内会の方には個人的に通知 

を出しております。また、ＪＡさんの方にも行きまして今年はドックには間に合わなか 

ったのですが、来年度は健診の案内文にうちの案内も出していただけることになりまし 

たし、大きな企業さんの方にも出向いて国保のパートの方がいらっしゃればとお願いを 

したんですが、今年、社保の制度も変わり年度末には社会保険になる方が多いのではな 

いかと言われたりして、いろいろやっておるところです。他の市町村の取り組みを参考 

にしながらやっているつもりではありますが、如何せん受診率の向上にはつながってい 

ないという状況であります。何回もご指摘をいただいており、同じようなお答えになる 

かと思いますが、地道にいろんな機会を設けて特定健診の大切さを市民の方々に伝えて 

頑張っていくしかないと思っております。 

 

春日委員：  それはその通りですけれども、それは理想論ですね。私は地域の中で声を掛け合う、 

      町内会ですね、保健協力員さんがいます。今までもいろんな先進地で、長野県の保健指 

導員さんですが、地域の中で声を掛け合って意識を高めていくことと、実際に健診を申 

し込んでいただくまでが非常に大事であると思っておりまして、先日私たちの研修をさ 

せていただいた中では健康カレンダーを一家に１枚、そして、世帯全員が年度内にいつ 

健診に行くか、家族で相談をしてまずは計画を立てる。そして地域の中での役割を担っ 

ている方へ申込書をお届けする。その方のところに届かなければ、またその方のところ 

に行ってお勧めをするということをされているということでしたね。そうゆう風に今ま 

でにない新たな取組みが非常に大事だと思っておりますけれども、ここ数年来、１７ペ 

ージの資料を見ますと平成２３年度から２７年度、これ上昇するとは言っても、三沢市 

としては徐々にアップしているかもしれませんけれども、まったく追い付いていない。 

県内の平均にも全く及ばないという状況を見て私のみならず皆さんも同じような思い 

をしていると思います。もっと効果の上がる取り組みをしていただきたい、それは担 

当課に押しつけということではなしに、市民全体での取り組みではありますけれどもそ 

の点をお願いしたいと思います。 

前後になりますけれども、１６ページの収納状況、国保加入状況についての現年度調 

定額・収納額の推移ですけれども、平成２３年度から平成２８年度１１月末までの集計 

であるということで、１１月末までは５７．１８％の収納率であります。様々な被保険 

者の経済状況等があると思いますが、収納の担当課は税務課ですけれども、資料では８ 

８．１７％で経緯しており、何となく同様の数字には見えますけれども、２３年度以前 

のところは、私の記憶ですと９０％代だったと思っているんですね。この資料の中だと 

ほぼ良い感じに来ているのかなと見て取れる部分もありますけれども、実は三沢市の収 

納率はこれ以前の収納率からは徐々に下がっているという傾向にあるんではないでし 

ょうか。それは、市民の方が経済状況の困窮、大変だというのみならず、担当課の取り 

組み状況というのも担当課の国保のみではなく、そこは連携すべきところではあると思 

いますが、その辺はどのように見ていますでしょうか。 

 



~ 6 ~ 
 

事 務 局：  ご指摘ありましたように、平成２８年度１１月末現在、５７．１８％で、今年度につ 

きましては税率が上がりちょっと不安視していたところもありましたけれども、昨年度 

比よりもちょっとですがいい感じで収納率はいっているところであります。ご発言があ 

りましたように、税務課との連携や国保としての取り組みについてですが、国保年金課 

としては口座振替を勧めております。口座振替の率はだんだん上がっておりますので、 

このまま続けていければいいのかなという気持ちであります。また、税務課の納税相談 

に来られた市民の方につきましても、国保年金課でも短期の保険者証の発行という意味 

もありますけれども、必ず親身になって相談を受ける形をとっております。また年度を 

超えたころには、国保の職員も一緒に夜間徴収とかしていますし、年度初めにつきまし 

ては窓口延長を計画しておりますので、これからも収納の担当課であります税務課とも 

連携していって収納率の数字を気にしながら連携を進めてまいりたいと考えておりま 

す。 

 

春日委員：  よろしくお願いいたします。 

      昨年、私たちが行政視察に行かせていただいた際、その場に税務課の方もおいでになっ 

ておりましたね。この資料を作るには税務課から提供されているわけですから、ある程 

度しっかりした情報を得てこの資料を提供されていると理解はしていますが、関連があ 

るので、この協議会に可能であれば税務課の担当職員も同席していただき各委員から質 

問を受けたとき的確な回答とか検討ができ、運営協議会がより良い充実したものである 

ためには税務課の方に同席していただくのも一つの考えかなと思いました。 

更に、私が協議会の委員でなかった時でありますけれども、過去に税務課の担当職員 

が一緒に研修に行って先進的に取り組んでいる収納率を上げているところへ行って、と 

もに研修をさせて頂いているということもあったとお聞きしておりますので、その点を 

考慮していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長：  春日委員から質問に対して、関連があるので、他の課から運営協議会に呼んで出席し 

ていただくことはできるのか伺いたい。 

 

事 務 局：  只今の春日委員のご要望ですが、同じ市の職員ですので、財政部の部長とも協議して 

なるべく早い時期に実施できるような体制をお願いしてまいります。 

       また、視察研修につきましては、去年行っておりますので来年度はありませんが、こ 

のような会議の席に出席して頂くようにしたいと考えております。 

 

議  長：  基本的に問題はないのか。 

 

事 務 局：  はい、ありません。  

 

議  長：  前向きにご検討をお願いします。そうすれば会議もスムーズに進むと思いますので。 

 

その他にございませんか。 

 

       中山委員、何かありませんか。 

先ほどから特定健診について健診率を上げろということですが、ただにすれば上がる 
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んですか。健診率を上げようとみんな悩んでいるところなんですが、先生から見てこう 

やったら良いのではないかということはありますか。 

 

中山委員：  この資料を見ると、平成２３年から２７年まで、特定健診の対象者が７，０００人前 

後でずっと来ていますよね。受けている人は１，５００人。この対象者７，０００人の 

うち、大概の方がどこか病院にかかっているんじゃないですか。うちの患者は特定健診 

は受けない。うちでやっているから無駄だと。７，０００人の対象者のうちどれくらい 

が医院にかかっていてそこで１年に１回くらいはやっていると思う。だから、そうゆう 

人にやれやれと言っても受診率は伸びないと思うので、この内訳をもうちょっと見た方 

が良いと思う。高血圧、糖尿病等いろんなことでかかっている人が多いと思うが、１， 

５００人の受診者を増やしたいということでしょ。どこの病院にも行ってなくて医院に 

かかっていない人は健康なんだよね。だから、そこを、モチベーションを持たせて健診 

に行かせるというのは難しいかもしれない。みんな、具合が悪くなければ行きたくない。 

 

議  長：  そこで、特定健診を受けない人は病院に行っているという状況は、担当課としてはど 

うとらえているか。 

 

事 務 局：  先生がおっしゃる通り、ほとんどの方が病院に行って年に数回検査を受けられている 

ものと思います。数年前に、アンケートを取った時も受診しない理由のほとんどは定期 

的に医療機関に通っているから必要がないという答えが一番多かったことも事実です。 

ただ、国の方針では特定健診の受診率アップのために今まで受けている方のデータがほ 

しいということでデータを集めるというのもおかしな話なんですが、病院受けた検査も 

特定健診としてみなすからデータを頂いて市でやっている特定保健指導に生かしてい 

きなさいという国の流れのようです。担当課としましては、先生がおっしゃったように 

病院にかかっている方については、できれば特定健診とみなされるデータも受診したこ 

ととしていただければ受診率をアップしていけるのではないかなという気持ちではお 

ります。 

 

中山委員：  受診率が問題ではなくて、健康を自ら管理するという気持ちになって、将来的な成人 

病を少なくするのが目的であって、受診率がどうのこうのって、そこでおかしくなって 

いるのでは。 

 

事 務 局：  それもあります。 

 

中山委員：  この特定健診が始まった時は、うちとか近藤先生、樋口先生のところは特定健診をや 

      っていない。何故かというと、うちの患者で精一杯。特定健診に時間を取られて、そん 

      なの１０人も来られたら、他の患者は診れませんよ。だからその特定健診は忙しいとこ 

      ろの医院は、断っています。知らないでやっている先生もある。結局大変だ大変だとい 

      う風になっている。この特定健診は、いつ来るかわからない、その日に何人も来られた 

      ら困ってしまう。 

 

立花委員：  あれは、予約で行かなければいけないから、若干調整はできると思います。いきなり 

は受けられないです。 
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鷹架委員：  予約して行きなさいということになっていますよ。 

 

中山委員：  うちは、やっていないからわからない。それがあれば少しいいかもしれないけれども、 

      予約でもやりたくない。なんでかというとこれを作った厚労省というのはひどい。やっ 

たらここを通じてデータを送ってよこせというわけ、誰が入れるの、お前がやれという、 

そこまではよかったが、ここにしろと決めてくるんです。なんだその態度と思ってね。 

ただ良かったのは、やらなくてもいいですということだったので、三沢の医療機関では 

結構やらなかった。鈴木吾郎先生のところもやらなかったが、地区医師会長になりやる 

ようにしたといっているんですが、この制度自体が俺はどうかなという考えは基本的に 

ある。受診率のために大変な思いをしている人を見ると、ちょっと違うんじゃないかな 

と思いました。 

 

議  長：    三沢市は健康都市宣言をしているんだけれども、国保とかいろいろ組み合わさって健 

康増進に取り組んでいると思いますがそれはどうなっているのかな。宣言はしたものの 

取り組みはこうやりますというようなことは。 

 

事 務 局：  昨年度、健康都市宣言をしております。健康フェア等の主担課は健康推進課になって 

おりますけれども、うちの方では国保の特定健診ということでやっておりますが、あち 

らは市民全体にがん検診等をやっておりますので、市民全体に対する健康の増進とか健 

康教育という形では健康推進課、保健相談センターが中心でやっております。一部、特 

定健診はうちと協議してやっておるところであります。 

 

議  長：  その他、何かありませんか。福士さん何かご意見ございますか。 

 

福士委員：  歳入のところの使用料及び手数料のところの督促手数料が下がったという説明があ 

      りました。先ほど夜間徴収も行っているということで、収納率が８８％前後位で推移し 

      ていると思うんですけれども、この未収納の１２％位の人というのは、大体同じような 

方で固定されているのかということと、督促手数料か下がったというのは加入者の数が 

減っているので、それに比例して督促手数料が下がったと考えていいのか、その辺につ 

いて教えていただければ、資料等持ち合わせていないかもしれませんが感覚でもいいの 

でお願いします。 

 

事 務 局：  １００％から８８％を引いた数が固定されているかどうかといいますと答えになるか 

      わかりませんけれども、税務課と協議すれば、その方のほとんどは国保税のみではなく 

      市民税とかも滞納されている方が多いです、という意味では固定されているという形に 

      なるかと思います。また、三沢の特徴として外国人登録の方が多い、外国人登録制度に 

      なるんですがカードを持って出国しても、閉鎖の通知が来るまでは住民票的には残って 

      いる状態になってしまいます。その方々はほとんど国保になってしまうので、いない方 

      も被保険者になる可能性が外国人登録の方が多い市町村にはありがちで、見えない未納 

      の部分といいますかそういうところも三沢ではあるのかなと感じております。 

 

議  長：  よろしいですか。ご質問はいいですか。その他、ありませんか。 
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瀬崎委員：  特定健診の件で、受診者の数が平成２７年度１，５３９人で、毎年７月から特定健診 

を半年くらいやっていますが、トータルで人数的に何人位やっていて国保の方はどれく 

らいというデータはありますか。 

 

事 務 局：  国保以外の方もですか。 

 

瀬崎委員：  全体で何人くらいの方が受けているのか。国保の方はこの人数だと思うんですが、そ 

ういうデータがあれば。社会保険の方も一緒に受けていますよね。 

 

事 務 局：  ちょっとそのようなデータはうちの方としては把握していません。社会保険の方は職 

場健診とかそういう形で受けている方もいらっしゃいますし、社保の扶養の方はまた違 

う形でのデータ集約になると思いますので、うちの方では把握しておりません。 

 

瀬崎委員：  ということは、この人数というのはみさわの保健相談センターで受けている人数と言 

う位置づけですか。私が言いたいのは、健康診断をやっていますね。そのトータルの人 

数の内訳。保健相談センターで受けている方は国保だけなのか、これ違いますよね。社 

会保険の方も実際受けていますよね。 

 

事 務 局：  基本的にはすべて国保の資格のある方が保健相談センターで集団検診を受けています。 

      ここに出てきている受診者数というのは１年間国保の資格をお持ちの方のみの数字にな 

ります。実際的には大体年間１，６００名ほど受診はするんですが、途中で国保から社 

会保険に切り替わった方はここの数字から抜かれていきます。 

 

瀬崎委員：  私が質問しているのは、保健相談センターで実施している特定健診はすべて国保の対 

象者だけですか。私自身、２年間自衛隊の退職者保険に入っていた時受診したんです。 

その時受付で社保か国保か聞かれて受けているので、トータル的にほかの保険者の方も 

受けているんじゃないかと思っているんです。違うんですか。 

 

事 務 局：  保健相談センターの会場でおそらく健診センターの方が社保の方の受付等もしていて、 

      場所を借りているという状態になると思います。社会保険の被扶養者の方とかが、特定 

      健診を受けに来る方もいらっしゃるので、三沢市の予算で特定健診を受けれる方は国保 

の方だけになります。このデータは、あくまでも国保の方で受診された方の人数になり 

ます。 

瀬崎委員：  ７月から特定健診が始まりますよね。キャパシティー的に１日何人、特定健診はトー 

タルで何人くらい受診が可能なんですか。そこがわかっていないと、受診したくても断 

られるという場面も出てくるのではないですか。 

 

事 務 局：  申し訳ございません。健康推進課の健診の日数と１日大体何人くらいを予定している 

のかということで、確かな数字が今手元にはないんですけれども、がん検診と特定健診 

をセットで受けられる方、がん検診だけ受けられる方、特定健診だけ受けられる方もい 

らっしゃるので、後日お調べしてご報告したいと思います。 

 こちらの１７ページにあります数字は、保健相談センターで集団特定健診を受けられ 
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た数と、個別に開業の先生方のところで受けられた個別の特定健診を受けられた方の数 

も入っていますし、２８年度からは９月から行われているみなし健診の数も入ってきま 

す。 

 先程ちょっとお話していましたみなし健診ですけれども、結局かかりつけ医がいてそ 

こでいろいろ検査を受けていれば、特定健診を受ける必要がないということで受けない 

方がいらっしゃるということはわかっています。１１月で集団の特定健診は終了してい 

ますので１２月に各医療機関の「当院で健診を受けませんか」というみなし健診のチラ 

シをこちらで作りまして、各先生方に直接お会いしまして、今の特定健診の受診率の現 

状もお話しして、印刷したチラシを利用して受診を勧めていただけるようＰＲのお願い 

に回りました。ですので、２８年度は集団と個別とみなし健診という数になってきます。 

 

議  長：  はい、その他何か、ご意見ご質問はありますか。 

 

       それでは、ないようですので、質疑・討論を終結します。 

直ちに採決をいたします。 

「平成２９年度三沢市国民健康保険特別会計予算（案）について」は、これを承認す 

      ることにご異議ございませんか。 

 

【「異議なし」という声あり】 

 

議  長：  「異議なし」と言うことですので、「平成２９年度三沢市国民健康保険特別会計予算

（案）について」は承認することに決定いたしました。 

  次に、議題２「その他」でありますが、各委員の皆様から何かございませんか。 

 

瀬崎委員：  今年度、健康ポイントをやっておりますけれども、来年度もこれはやる計画でしょう 

か。 

 

事 務 局：  ２８年度から新規事業として取り組んでおります健康ポイントですけれども、２９年 

度も是非継続してやるように、今手続きをしているところであります。去年は６月実施 

だったんですけれども、４月から始められるように準備を進めているところであります。 

 

瀬崎委員：  まだその結果は出てませんね。 

 

事 務 局：  はい、３月いっぱいですので。 

 

議  長：  他にございませんか。 

 

鷹架委員：  保健事業費のところにありました脳ドックとか日帰りドックというのはやっているん 

ですよね。以前は本人に通知して募集をしていましたが、いまは広報だけで募集をして 

いるんですか。 

 

事 務 局：    募集につきましては、毎年１２月号の広報の方でご案内はさせていただいております。 

      申込期間は、毎年１２月４日前後から１週間ほどの申込期間を設けております。 
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議  長：  その他ございませんか。 

      なければ、本日の議題はすべて終了いたしました。ここで、議長職を終わらせていただ 

きます。本日はご協力ありがとうございました。 

 

司 会： 以上をもちまして、三沢市国民健康保険運営協議会を終了いたします。 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 

＜閉会：午後２時４０分＞ 

 

 平成２９年２月１３日開催の三沢市国民健康保険運営協議会は、以上のとおりである。 

 

 

            三沢市国民健康保険運営協議会議長  山 本 彌 一 

      

            議事録署名者   畑 山 陽 子 

 

            議事録署名者   立 花  肇 


